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第２章 集排汚泥の再生利用について                          

2.1 集排汚泥の再生利用の意義 

集排汚泥の再生利用については、国際情勢の不安定化の影響による肥料原料の調達不

安や価格高騰を受け、これまで以上に利用拡大を推進することへの社会的要請が高まっ

ている。 
集排汚泥を肥料として再生利用することは、農家の肥料コストを低減させ農業経営・生

産を改善することにつながり、農村地域での資源循環型社会の形成に資するものである

ほか、集落排水施設の維持管理費の低減にも繋がる可能性があるほか、社会的要請にこた

える重要な取組である。 

［解説］ 

（1）集排汚泥の肥料利用 

肥料を利用する農業を取り巻く状況は、農業生産額が大きく減少するなかで、農家の高齢

化、耕作放棄地の増大など、厳しさを増している。 
資源の輸出規制強化などの国際情勢の不安定化の影響を受け、産出地域が限定される場合

も多い肥料原料の調達不安や価格高騰により、食料安全保障面でのリスクが顕在化するなか、

政府において、化学肥料の使用低減（20％）や、堆肥、下水汚泥資源等未利用資源の肥料利

用拡大による肥料の使用量に占める国内資源の割合を拡大（リンベース 40%まで）する等と

した「食料安全保障強化政策大綱」（令和 4 年 12 月 強化本部決定／令和 5 年 12 月改訂）を

決定したところである（図 2-1 参照）。 
農業経営に占める肥料費の割合は、経営別で 5～19%を占めている（図 2-2 参照）。肥料価

格を低減する取組みとして、下水汚泥等の国内未利用資源の活用や土壌診断に基づく適正施

肥が紹介されている。また、低価格肥料の取組み意向（アンケート結果、平成 28 年）では、

「“国内未利用資源（下水汚泥、食品廃棄物等）を原料として活用した肥料”の取り扱い（使

用）を検討しているか。」の問に対して、それぞれ農協 10%、小売業者 20%、農家 10%が取

り扱い（使用）を検討しているとの結果となっている（図 2-3 参照）。 
このことから、集排汚泥の再生による肥料利用の拡大はこれまで以上に重要になるととも

に、低価格肥料による農業経営安定・農業振興を実現するための選択肢の一つとなっている。  
なお、集排汚泥の肥料化の参考資料として、「農業集落排水バイオ肥料ハンドブック（案）」

が（一社）地域環境資源センターHP に掲載されているので紹介する。 
 
  https://www.jarus.or.jp/HP2024/jrs2810.php 

 

https://www.jarus.or.jp/HP2024/jrs2810.php
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資料：肥料をめぐる情勢（農林水産省、令和 6 年 12 月） 

図 2-1 国内肥料資源の利用拡大 

 

 

資料：肥料をめぐる情勢（農林水産省、令和 6 年 12 月） 

図 2-2 農業経営費等に占める肥料費の割合 
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資料：肥料をめぐる情勢（農林水産省、平成 28 年 2 月） 

図 2-3 肥料費低減の取組み 

 
（2）農村地域での資源循環型社会の形成 

集落排水施設を中心とする農村地域での資源循環型社会とは、集排汚泥を農地へ肥料とし

て還元し、その農地で生産された農産物がスーパー等で販売され、その農産物を購入し家庭

で料理し、家族で食べることにより、料理の過程での排水やし尿が排出され、それが管路を

通じて集落排水施設に収集され、処理されてきれいな水と集排汚泥が製造される循環である

（図 2-4 参照）。集排汚泥が肥料として農地還元されることがこの循環を形成する上での重

要なポイントである。 

 

図 2-4 集排汚泥の肥料化による農村地域での循環型社会のイメージ 

農作物 生活排水等 

集排汚泥の肥料 

農作物 




